
佐倉市成年後見制度利用促進基本計画 工程表（案）    令和５年１月現在               （◎）従来から実施事業を強化・見直しの上実施  （★）中核機関設置後の新規事業 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

中核機関の設置 

地域連携ネットワーク体制づくり（★） 
    

利用促進に向けての企画、検討 

   ・センターと市担当課との企画運営会議（事業展開の協議）（★） 

   ・利用促進に関する検討会の開催（意見聴取、計画評価等） 

    

・次期計画策定に向けての協議 

    

基
本
目
標 

（１）成年後見制度の周知及び啓発の強化 

 

  ・センターのパンフレット配布、HP による周知（◎） 

  ・制度啓発のための講演会開催（◎ 

  ・専門相談会の開催     （◎） 

  ・出張相談会の開催     （◎ 

   

  ・地域連携ネットワーク構築（★） 

構成員拡大のための研修会開催（地域関係者への啓発） 

    ネットワーク協議会の開催（構成員代表者会議） 

 

・こうほう佐倉、市 HP での制度案内（◎） 

    

（２）相談機能及び成年後見人等支援の強化 

  

  ・センターによる相談対応、関係機関との連携やつなぎ（◎） 

  

・受任調整会議の開催（★）※課題解決後の体制の検討を含む 

  ・多様な職種による専門相談体制づくり（★） 

 

  ・成年後見人等からの相談受理、後見事務への助言（◎） 

・成年後見人等の活動支援（チーム編成支援（★）つどい開催（◎）等）  

 

  ・家庭裁判所との連携（◎） 

  ・成年後見制度利用支援事業の実施（◎） 

    

（３）成年後見人等の養成 

 

  ・市民後見人候補者名簿登録者への支援（◎） 

  ・市民後見人の活動支援（実務相談、助言等）（◎） 

   

・市民後見人受任に向けての調整（◎） 

   

・市民後見人養成講座等実施に向けての検討（◎） 

  ・市民後見人養成講座の実施（◎） 

    

中核機関の設置（令和２年４月１日～）／ 地域連携ネットワーク体制づくりの推進 

企画運営会議の開催（毎月１回） 

れいわ 

スキルアップ研修（年２回以上予定）／名簿登録者の活動状況調査（年１回以上）／市民後見人への活動支援 

れいわ 

市民後見人候補者に関する情報提供や受任調整／家庭裁判所との連携調整 

れいわ 

市民後見人養成講座開催の準備 

パンフ・HP（更新）周知 パンフ、ポスター、ホームページなどによる制度等周知 

制度啓発のための市民向け講演会（年１回以上予定）・専門相談会（２ヶ月に１回以上予定）・出張相談会（随時）の開催 

方法・対象者の検討 研修会の開催（年１回以上予定）・ネットワーク構築協力者拡大に向けての広報活動 

「こうほう佐倉」での制度やセンター紹介（年１回程度）／市ＨＰの更新 

開催 

随時実施 

れいわ 

方法検討 
専門職調整 

ﾓﾃﾞﾙ開催（2 回）
回） 

定期開催（年 4 回予定） 

「多様な職種」相談体制の検討 ﾓﾃﾞﾙ開催 相談対応 

随時実施 ／ チーム編成支援 

れいわ 

随時実施 

れいわ 

協議会 

検討会 検討会 検討会 

検討会 

協議会の企画準備 

検討会 検討会 

市民後見人養成講座の開催 

 前期  ・  後期 

定期開催（年 4 回予定 ※問題解決後の後見人交代検討を含む機能強化） 

資料４ 



 


